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令和４年度第１回岐阜県事業評価監視委員会 
議事要旨 

１．日時：令和４年６月３日（金）１３：３０～１５：１０ 

２．場所：岐阜県議会議事堂 東棟 第２面会室 

３．出席委員 岐阜大学 教授 工学部    篠田 成郎 

岐阜大学 教授 社会システム経営学環  三井 栄 

岐阜県弁護士会 弁護士    池田 紀子 

岐阜県森林組合連合会 常務理事   神原 和義 

一般財団法人 岐阜県地域女性団体協議会 副会長 河野 美佐子 

岐阜県商工会女性部連合会 副会長  末松 みどり 

岐阜県農業協同組合中央会 専務理事  渡邉 健彦 

公募 団体職員     波能 寿子 

公募 無職     藤嵜 眞起 

公募 会社員     堀  朱実 

４．委員長の選出 

委員の互選により委員長に篠田委員を選出。 

５．副委員長の指名 

委員長が副委員長に沢田委員を指名。 

６．議事要旨署名委員の指名 

委員長が議事要旨署名委員に池田委員、神原委員、河野委員を指名。 

７．議事 

（１）令和４年度再評価審議箇所について 

（２）令和４年度事後評価審議箇所について 

（３）令和４年度社会資本総合整備計画評価審議箇所について 

（４）令和４年度現地調査の実施について 

（５）令和４年度事業評価監視委員会の開催計画について 

（６）事後評価実施箇所の説明及び審議について 

１）農業農村整備事業：県営中山間地域総合整備事業「恵那北部」（事業主体 岐阜県） 

２）治山事業：復旧治山事業「水沢上」（事業主体 岐阜県） 

３）道路事業：道路改築事業「（主）岐阜関ヶ原線 丈六道工区」（事業主体 岐阜県） 
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８．議事要旨 

（１）令和４年度再評価審議箇所について 

事務局より、令和４年度の再評価実施箇所について説明。 

【質疑・意見】 

渡邉委員 どのような観点で再評価するのか。観点に沿った説明がされるのか。 

三井委員 岐阜県公共事業再評価要綱第５条に再評価の視点が規定されています。 

事務局 各視点について記述整理したものを、審議回毎に資料として事前送付させ

ていただきます。また、委員会当日、事業課から詳細を説明いたします。 

【審議結果】 

別紙１「令和４年度再評価実施箇所一覧表」に掲げる１７箇所（県事業１６箇所・市町村事

業１箇所）について審議を行う。 

（２）令和４年度事後評価審議箇所について 

事務局より、令和４年度の事後評価審議箇所について説明。 

【質疑・意見】 

渡邉委員 どのような事業が再評価や事後評価の対象となるのか。 

事務局 各評価の対象基準は岐阜県公共事業再評価要綱及び岐阜県公共事業事後

評価要綱に規定されています。主に事業規模や実施時期等で規定されていま

すが、本日の資料には各基準に当てはまる事業箇所が示されています。再評

価はその全箇所について審議しますが、事後評価はこの中から事業規模や事

業特性等を考慮して代表的な箇所を選定して審議します。また、選定にあた

っては委員会の意見を聞くこととなっています。 

【審議結果】 
別紙２「令和４年度事後評価実施箇所一覧表」に掲げる６箇所について審議を行う。 

（３）令和４年度社会資本総合整備計画評価審議箇所について 

事務局より、令和４年度社会資本総合整備計画評価審議箇所について説明。 

【質疑・意見】 

特になし。 

【審議結果】 

別紙３「令和４年度社会資本総合整備計画評価実施箇所一覧表」に掲げる６計画について審議

を行う。 

（４）現地調査の実施個所について 

事務局より、現地調査実施箇所について説明。 

【質疑・意見】 

特になし。 

【審議結果】 
次に掲げる箇所について、令和４年７月１日（金）に現地調査を行う。 
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事業名・箇所名 場所 

道路改築事業 

 一般県道 羽島稲沢線 下中町
しもなかまち

工区 新濃尾
しんのうび

大橋（仮称） 
羽島市 地内 

（５）令和４年度事業評価監視委員会の開催計画について 

事務局より、令和４年度の事業評価監視委員会開催計画（案）について説明。 

【質疑・意見】 

特になし 

【審議結果】 

以下の日程で委員会を開催する。 
回 開催日時 開催場所 議事内容（予定） 

第
１
回 

６月３日（金） 
午後 

岐阜県議会 
議事堂東棟 
第２面会室 

○再評価審議箇所について 
○事後評価審議箇所について 
○社会資本総合整備計画評価審議箇所につい

て 
○現地調査について 
○委員会の開催計画について 
〇事後評価の審議（Ｒ３案件） 
・農業農村整備事業（農地整備課 1 件） 
・治山事業（森林保全課 １件） 
・道路事業（道路建設課 １件） 

第
２
回 

７月１日（金） 
午後 

現地 
 

○現地調査 
再評価箇所のうち１件 

第
３
回 

８月２２日（月） 
午後 

岐阜県水産会館 
中会議室 

○再評価の審議 
・道路事業（道路建設課 ５件） 
・河川事業（河川課 １件） 

第
４
回 

１０月１２日（水） 
午前 

岐阜県水産会館 
中会議室 

○再評価の審議 
・農業農村整備事業（農地整備課 1 件） 
・河川事業（河川課 ３件） 
・街路事業（都市整備課 ２件） 

○事後評価の審議 
・農業農村整備事業（農地整備課 1 件） 

第
５
回 

１１月１６日（水） 
午後 

岐阜県水産会館 
中会議室 

○再評価の審議 
・道路事業（道路建設課 ５件） 

○事後評価の審議 
・林道事業（森林経営課 １件） 
・治山事業（森林保全課 １件） 

第
６
回 

１月以降 
後日決定 

後日決定 

○社会資本総合整備計画評価の審議 
・広域連携事業（道路建設課 ３件） 
・道路事業（都市整備課 １件） 
・下水道事業（下水道課 ２件） 

※議事内容は現時点の予定です。都合により変更する場合がありますので、ご了承願います。 
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（６）事後評価実施箇所の説明及び審議について 

１）農業農村整備事業：県営中山間地域総合整備事業「恵那北部」（事業主体 岐阜県） 

説明者：農地整備課 岩本技術指導監 

【審  議】 

渡邉委員 スマート農機もこの事業の対象でしょうか。また、今後、スマート農機を

導入する予定はありますか。 

説明者 スマート農機については今回実施した事業の対象ではありません。今後、

栗園と他の農地とでスマート農機を共同利用していく計画があり、導入に向

けた実証に取り組んでいます。 

渡邉委員 投資効率の計算方法について説明して下さい。 

説明者 工事期間と事業完了後 40 年に発現する便益の合計を当該事業費とその期

間に係る更新整備費の合計で除した値です。1.0 以上で投資効果があること

になります。 

篠田委員長 栗園の年間収穫量について、令和 2年は前年から倍増しています。事業自

体は令和元年度で終了していますが、倍増した要因は、事業以外にもあるの

でしょうか。例えば、収穫作業の効率化が図られたとか。 

説明者 植栽後 15 年間程度、栗は成長とともに収穫量が増加していきますが、気

象条件等により年収穫量にばらつきがあるため、その結果が表れたものと考

えます。 

渡邉委員 毎年、地元菓子業者と出荷契約するのですか。 

説明者 毎年夏頃に、栗の生育状況を調査し、契約の成否が決定されます。令和元

年から毎年出荷契約が成立しています。 

渡邉委員 品薄な早期に出荷できるよう工夫できれば毎年契約に繋がると思います。 

神原委員 黒字経営には、年間収穫量 20 トンが必要とありますが、金額換算ではど

の程度になりますか。 

説明者 約３，７００万円です。 

波能委員 事業費は全額県負担ですか。 

説明者 国 55％、県 30％、地元負担 15％です。 

篠田委員長 受益者アンケートでは、支線水路の改修を望む意見がありますが、これに

ついて今後の予算化の予定等はありますか。 

説明者 今回の事業は幹線水路が対象でしたが、支線水路向けの事業もありますの

で、市町村等から要望いただければ検討していきたいと思います。 

【審議結果】事業主体の対応方針（案）を了承する。 

２）治山事業：復旧治山事業「水沢上」（事業主体 岐阜県） 

説明者：森林保全課 田中課長 

【審  議】 

渡邉委員 事業実施後写真はいつ撮影したものですか。 
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説明者 令和３年撮影です。 

渡邉委員 事業実施後６年が経過しているが、資料 8ページ下段の写真をみると、緑

化が進んでいないようにも見えます。 

説明者 岩部はモルタル吹付のため緑化することが困難ですが、その他の部分は緑

化が進みつつある状況と考えています。 

渡邉委員 今はドローン等で写真も撮れますので、定期的な経過観察をお願いしま

す。 

説明者 はい。 

篠田委員長 事業効果として流出防止される年間土砂量を算出しているが、近隣砂防ダ

ムの土砂堆積量の推移を調べれば、より明確に事業効果を反映したデータが

得られると考えます。近隣砂防ダムのデータは確認していますか。 

説明者 確認はしていませんが、近隣砂防ダムでは、当事業地以外からの土砂も含

まれることになりますので、費用対効果としては、事業区域からの土砂量に

より算出しています。 

篠田委員長 緑化の目標について、二次林化なのか、草が生えればそれでよいのか、ど

のような考えでしょうか。 

説明者 高木ではかえって法面を傷め、崩壊につながる可能性があるため、草地・

低木林程度を目標に考えています。 

篠田委員長 緑化の目標は景観に関係しますが、景観は費用対効果に影響があるのでし

ょうか。 

説明者 費用対効果には影響しません。 

篠田委員長 漁協や釣り客をアンケート調査の対象とするよう検討しましたか。 

説明者 いいえ。 

篠田委員長 この事業は、川に対し大きな効果がでていると思います。山腹斜面に着眼

する他、川に対する効果も考えることで、より正確にこの事業が評価され、

また、事業効果もアピールしやすくなると思います。 

【審議結果】事業主体の対応方針（案）を了承する。 

３）道路事業：道路改築事業「（主）岐阜関ヶ原線 丈六道工区」（事業主体 岐阜県） 

説明者：道路建設課 青木課長 

【審  議】 

渡邉委員 排水性舗装はいいことづくしなのか。 

説明者 

 

騒音の低減、排水性が高く水はねが抑制され視認性も向上するというメリ

ットがありますが、その一方でコストが通常舗装に比べて１割程度増額とな

ります。 

渡邉委員 排水性について、どの程度の降雨に耐えることできるのか。また、高架区

間では、高架下に排水管を設置して施工するのか。 

説明者 雨量などで排水効果を示すことは難しいですが、降雨時に通常舗装では水
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たまりになる状況でも、排水性舗装では路面が湿った程度で走行することが

できます。当事業箇所では、高架前後にある民家周辺の区間に排水性舗装を

採用しましたが、排水性舗装用導水管を舗装下に設置して施工します。 

末松委員 排水性舗装は凍結防止にも効果があるのですか。 

説明者 構造的に空隙が多いため、薄い氷が割れやすいといった効果があります。 

神原委員 鉄道が高架化される事例もありますが、鉄道と道路、どちらを高架にする

ほうが経済的に有利なのでしょうか。 

説明者 交差部周辺の支道に踏切等があるとそれらをまとめて高架化する必要が

生じます。今回の現場では、付近に支道の踏切等はなく、当該県道の高架化

で事足り、当計画が経済的になりました。 

三井委員 計算するとアンケート調査の回収率は 40％弱となりますが、今後は調査の

情報として回収率を明記するよう気を付けて下さい。 

説明者 はい。 

堀委員 騒音を低減するために排水性舗装を施工したということですが、地域住民

から要望があったのでしょうか。また、騒音低減についてどのような計測結

果がでていますか。 

説明者 ４車線化を図るため騒音を懸念する意見が地元住民からありました。車線

数が増えているため、騒音計測では騒音低減効果は確認しにくいところで

す。 

篠田委員長 騒音計測しても条件が変化していれば効果の検証は難しく、むしろ、住民

の声を伺う方がいいかもしれません。騒音がうるさくなった等の意見はあり

ませか。 

説明者 今のところ、そのようなご意見はありません。 

【審議結果】事業主体の対応方針（案）を了承する。 

 

（以上） 
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